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伊予市役所 

 
市民福祉部福祉課 

題  目（テーマ）：民生委員・福祉の件 

提 案 内 容（要旨） 

民生委員について：自分の住んでいる団地には民生委員が来たことがない。毎月１回は

来て体調や困ったことを聞き取り、市に報告するべきではないか。 

福祉課について：病院へ週数回通っているが、病院代を支援してもらうことはできない

のか？ 
回  答  内  容 

 

このたびは、目安箱にご意見をいただきましてありがとうございました。 

まず始めに、民生委員について問われましたので、お答えをさせていただきます。 

民生委員は地域に暮らす身近な相談相手として、様々な課題を抱えている高齢者や

障がい者、子育て世帯等のニーズを行政や専門機関につなぎ、解決に結びつける役割

を担っています。 

したがいまして、地域で生活されていく中でお困りのことなどがあった際には、ご

相談ください。 

次に、市役所の福祉課についてお答えをさせていただきます。 

福祉課では病院受診等にかかる費用の助成はしておりません。障害・医療保険等の

各制度を利用していただくことでご理解いただきたいと存じます。 

 


